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A．研究目的 

食品用器具及び容器包装の分野において、

紙は段ボール箱、化粧箱、包装紙、紙袋、カッ

プ、トレイ、蓋材、グラシン紙、コーヒーフィル

ター、ティーバッグ、紙ナプキン等に広く使用さ

れている。紙は原料が天然由来であり、しかもこ

れまであまり大きな問題が起こっていないとい

う歴史的な経緯から、食品衛生法において紙製

器具・容器包装の材質別規格は設定されていな

いが、紙製品の業界団体である日本製紙連合会

は、紙製食品用器具及び容器包装に使用される

紙・板紙について、より高いレベルでの安全と安

心を担保することを目的とした自主基準を制定

し、食品用紙製容器包装に供される原紙の安全

確保に努めている。一方、平成 30 年６月の改正

食品衛生法の公布により、令和２年６月に食品

用器具・容器包装の材質である合成樹脂につい

て、安全性を評価した物質のみ使用可能とする

ポジティブリスト（PL）制度が導入され、安全

性をより一層高める効果が期待されている。 

近年では、持続可能な開発目標（SDGs）への

取り組みとして、天然資源の持続可能な管理と

効率的な利用、脱炭素化（脱石油、脱プラスチ

ック）の推進、海洋プラスチックごみの削減を

目的として、合成樹脂等の化学合成物から紙や

木材などの天然物へ原材料を切り替える動き

が加速しつつあり、紙および紙製品の需要の増

加が見込まれる。そのため、紙及び紙製品につ

いても、そのリスクの程度や国際的な動向を踏

まえて、ポジティブリスト制度の導入や材質別

規格の設定について検討する必要性が生じて

おり、日本製紙連合会は、自主基準へポジティ

ブリスト制度の導入を目指し、衛生管理の拡充

を検討している1)。 

しかしながら、紙および紙製品は、原料、性

質、製造方法、使用用途などが合成樹脂および

合成樹脂製品とは大きく異なるため、ポジティ

ブリストに収載する物質の範囲やその管理方

法の検討が必要となるほか、諸外国においても

PL制度をはじめとする十分なリスク管理体制

を整備している国が少なく、合成樹脂と比べる

と物質の毒性情報や食品への移行に関するデ

ータも限られる。さらに、製品の多様化、組成・

構造の複雑化により、複数の材質を混合または

組み合わせた製品が製造されているため、他の

業界団体と連携して適合性確認を行うシステ

ムの構築も必要である。 

そこで、円滑な PL 導入や運用を見据えた自主

基準等の整備を促すことを目的として、日本製

紙連合会の協力を得て、現状における課題点を

抽出して整理した。 

 

B．研究方法 

日本製紙連合会および国立医薬品食品衛生研

究所の有識者から構成される「紙および紙製器

具・容器包装の製造管理に関する検討会」を設置

し、紙および紙製器具・容器包装の現状、日本製

紙連合会における自主基準等についての情報を

整理するともに、円滑な PL 導入および運用を遂

行するうえでの課題点を抽出して整理した。 
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C．研究結果及び考察 

１．紙・パルプの製造方法及び紙の定義につい

て 

１）パルプの製造方法 

木材などの植物から機械的又は化学的処理に

より取り出したセルロース繊維をパルプという。

木材の成分は、セルロース、ヘミセルロース、リ

グニンであり、これら 3 成分が木材の 90%以上

を占める（図１）。紙の主原料である製紙用のパ

ルプ繊維として、木材を化学的処理によりリグ

ニン、ヘミセルロース成分を除いた化学パルプ、

木材を機械的に解繊した機械パルプ、古紙を脱

墨した古紙パルプに分類される（図２）。各パル

プは図３に示した通りの工程で製造され、出来

上がったパルプ繊維の形態は異なっており、紙

にした場合に各パルプで異なる特性を発現する。

また、各パルプとも製造工程において繊維化、漂

白、洗浄を目的に様々な薬品が使用されるが、最

終的に洗浄・脱水工程を経て製紙用の原料パル

プとして供される。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

化学パルプ            機械パルプ            古紙パルプ 
図２ 製紙用パルプの種類と繊維形態（日本製紙連合会より提供） 

図１ 広葉樹、針葉樹の構成成分（日本製紙連合会より提供） 
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図３ 紙・パルプの製造工程（日本製紙連合会より提供） 

 

 

２）紙の製造方法 

紙の製造工程は、調成工程と抄紙工程に分け

られる（図３）。調成工程では、紙製品の種類に

よって異なるパルプが配合され、パルプ濃度

１％程度の分散液（紙料）として抄紙工程に送ら

れる。調成工程では、パルプ以外に紙の強度等を

付与する等の目的に応じて薬品（内添薬品）が添

加される。抄紙工程では、パルプ濃度１％程度の

紙料（水分 99%程度）から水を脱水、乾燥させ

最終的に水分 5~10%の均一な厚さの紙製品とな

る。抄紙工程では、紙表面に薬品（外添薬品）を

塗布する工程（サイズプレス）があり、紙に撥水

性などの機能を付与する 2)。 

紙・板紙の製品として、図４に示した通りに分

類される。食品に接触することを意図して製造

される紙・板紙は、赤い破線で囲んだ製品となる

（食品に直接接触する 1 次包装の用途だけでな

く、間接接触する 2 次包装の用途を含む）2)。
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図４ 紙・板紙の製品分類 

 

３）紙の定義 

前述の通り紙は、植物の繊維を水に分散させ

たものを、薄く平らに漉き上げて乾燥させたも

のであり、JIS 規格では、JIS P0001「紙、板紙及

びパルプ用語」において、紙（番号 4004）を「植

物繊維その他の繊維を膠着させて製造したもの。

なお、広義には、素材として合成高分子物質を用

いて製造した合成紙のほか、繊維状無機材料を

配合した紙も含む」、板紙（番号 4001）を「木材

パルプ、古紙などを原料として製造した厚い紙

の総称」と定義している 3)。このように、紙はそ

の原料、製造工程及び最終的な形状により定義

されるが、いずれも具体的な範囲は示されてい

ない。 

一方、食品衛生法における PL は、材質の原材

料として使用する物質を対象とした規制である。

そのため、合成樹脂では主要成分である分子量

1000 以上の重合体についても、基材としてポジ

ティブリストに収載している。しかし、機械パル

プは、その構成成分が木材と同じであるため、紙

と木材の原材料を分別して PL に収載すること

ができない。以上のことから、食品衛生法におけ

る PL 制度を導入する際は、他の材質と区別する

必要が生じるため、紙の定義と範囲を明確に設

定する必要がある。 

また、紙以外にパルプを用いて成形した所謂

パルプモールドが食品用の器具容器に使用され

る場合があるが、抄紙機で製造される紙製品と

は異なるため、パルプモールドの定義と範囲も

明確に設定する必要がある。 

 

２．自主基準へのポジティブリストの導入 

日本製紙連合会では、国内外の法規制、自主基

準及び有害性情報に基づいたネガティブリスト

（食品に接触することを意図した紙・板紙の製

造に使用できない物質のリスト）に加えて、製紙

工程で使用する薬品に含有される化学物質のう

ち安全性を確認された物質からなるポジティブ

リスト（食品に接触することを意図した紙・板紙

の製造に使用できる物質のリスト）の導入を予

定している 1)。一方で、円滑な制度の運用には、

食品衛生法における合成樹脂 PL との整合性を
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図ることも重要である。そのため、以下の点につ

いて検討し、必要に応じて改善する必要がある

と考えられた。 

 

１）ネガティブリストとの関係性 

ポジティブリストが導入されれば、ポジティ

ブリストに収載されていない物質は使用不可と

なるため、ネガティブリストはその意味をなさ

なくなる。そのため、ポジティブリストとネガテ

ィブリストの両方のリストを併行して運用する

場合は、ネガティブリストの目的を示すととも

に、その適用範囲がポジティブリストとは明確

に異なることが必要となる。 

 

２）ポジティブリストの対象範囲 

日本製紙連合会で現在検討されているポジテ

ィブリストは、製紙工程で使用されている薬品

とそれに含有されている化学物質で構成される。

製紙薬品として、図３のパルプ製造工程、調成工

程、抄紙工程の各工程で使用される薬品及び設

備の洗浄等で使用される薬品がある。このうち、

パルプ製造工程で使用される薬品は、洗浄・脱水

を経て製紙用パルプとなるため、最終の紙製品

には残留しないと考えられている。また、設備の

洗浄等で使用される薬品も紙製品には残留しな

い。一方、調成及び抄紙工程で使用される薬品

は、紙製品に残留すると考えられることから、こ

れらに含まれる化学物質を中心としたポジティ

ブリストを構築すべきと考えられる。 

一方、パルプについては、自主基準において特

段の制限が課せられていない。そのため、紙の主

な原材料が管理されていない状況となっている。

その物性や由来から、特段の管理が不要であれ

ば、その説明や根拠が必要と考えられる。 

また、合成樹脂との複合製品も多く存在する

ことから、食品衛生法における合成樹脂の PL と

の整合性を考慮する必要がある。合成樹脂の PL

では、天然物、無機物質は PL 制度の対象外とし

ていること、着色料は従前からの規定の継続に

より PL 収載の対象外としていること、合成有機

高分子重合体は基材として整理していることに

合わせて、収載する物質の範囲を定めて整理す

る必要がある。 

 

３）収載候補物質の安全性の判断 

前述の通り、現時点で検討しているポジティブ

リストは、製紙工程で使用されている薬品とそ

れに含有されている化学物質で構成されてい

る。これらの物質の中には、米国の連邦規則集

（CFR）4)や欧州評議会（CoE）の政策綱領の技

術文書 5)、ドイツ連邦リスク評価研究所

（BfR）の紙製接触材料に関する推奨基準 6)に

使用可能な物質として収載されている物質も含

まれるが、今後は、一定の安全性の判断基準を

設定し、物質ごとに基準への適合性を精査する

必要がある。 

さらに、安全性の判断にはばく露量と毒性情

報が必要である。特に、ばく露量（食品への移行

量）については、製品としての使用用途が合成樹

脂とは大きく異なること、これまでに国内にお

けるリスク評価の事例がないこと、食品への移

行に関するデータが少ないことから、市販製品

を用いた試験の実施や使用用途の調査等を行い、

十分な検討を重ねて設定する必要があると考え

られる。 

 

３．製造管理基準と PL 適合性に関する情報伝

達 

改正食品衛生法では、第 52 条が新設された。

この規定により、器具又は容器包装を製造する

営業の施設の衛生的な管理その他公衆衛生上必

要な措置についての基準が定められ、食品衛生

法施行規則第66条の５に示す一般衛生管理及び

製造管理の基準を遵守する必要がある。ただし、

製造管理基準は、ポジティブリスト対象材質（合

成樹脂）の器具・容器包装製造事業者のみが対象
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となる。このうち、一般衛生管理基準は、すべて

の器具・容器包装事業者が対象となるが、日本製

紙連合会の自主基準では、付属文書として具体

的な管理内容を示している 1)。一方、製造管理基

準については、紙製器具・容器包装の製造者には

適用されないが、PL 制度の運用には欠かせない

取組みであるため、今後、自主基準へ追加する等

の対応が必要と考えられる。 

また、改正食品衛生法では、第 53 条の規定に

より、ポジティブリスト制度の対象となる器具

又は容器包装を製造又は販売する営業者は、そ

の取扱う製品の販売の相手方に対し、ポジティ

ブリスト制度に適合している旨を説明すること

が義務付けられた。自主基準の PL 制度において

も、その運用には、適合性確認のための情報伝達

システムの構築が必要である。食品接触材料安

全センターでは、合成樹脂 PL への適合性確認を

円滑に行うため、確認証明書を発行している。紙

は合成樹脂との複合製品として使用される場合

も多いことから、最終製品において、紙と合成樹

脂の両方の PL への適合性を証明する必要性が

生じることを考慮すると、合成樹脂と類似のシ

ステムが望ましいと考えられる。 

 

４．リサイクル材料の使用に関する規定 

我が国は古紙の回収システムが整備されてお

り、2022 年の古紙回収率（古紙回収量／紙・板

紙消費量）は 79.5％、古紙利用率（古紙消費量／

紙・板紙生産量）は 66.3％であり 7)、世界でもト

ップクラスで、このうちの一部が食品用途とし

て再利用されている。古紙パルプは洗浄・脱水を

繰り返して製紙原料となるが、回収古紙の使用

履歴によっては、様々な異物や化学物質などが

残留している可能性がある。そのため、食品衛生

法の規格基準では、紙製器具・容器包装に対し

て、紙中の水分又は油分が著しく増加する用途、

長時間の加熱を伴う用途に使用するものには、

古紙を原材料として用いてはならないこととさ

れている。 

日本製紙連合会の自主基準では、古紙を原料と

する紙・板紙についてもその対象としており、付

属文書として、古紙を原料とする紙・板紙の製

造、並びに古紙を原料とする紙・板紙の情報、用

途に関する留意事項を示している 1)。一方、古紙

は、食品用途以外の紙製品が主な原料となるた

め、回収古紙の品質やその処理工程によっては、

再生紙に PL 未収載の物質が混入する可能性が

ある。そのため、PL 制度の運用においては、こ

れら回収古紙やその処理工程に由来する混入物

の位置づけを整理するとともに、食品用途とし

て使用可能な再生紙の要件（使用用途、使用条件

等）を検討する必要がある。 

 

５．食品衛生法における規格基準の設定 

食品衛生法の器具及び容器包装の規格基準で

は、「Ａ器具若しくは容器包装又はこれらの原材

料一般の規格」において着色料および古紙を原

料とする紙・板紙に関する規定、通知による蛍光

物質、PCB について規格及び試験法が定められ

ている。しかし、紙製器具・容器包装の材質別規

格は設定されていない。 

近年では、SDGs 等による環境問題への取り組

みとして、紙をはじめとした天然素材の利用が

見直され、その使用用途が拡大してきている。そ

のため、紙および紙製品についても、食品衛生法

における規格基準等の衛生管理水準について、

他材質の器具・容器包装との平準化を図ること

を目的とした規格基準の設定を検討する必要が

ある。 

 

D．結論 

紙は原料が天然由来であり、これまで大きな

問題が起こっていないという歴史的な経緯から、

食品衛生法において紙製器具・容器包装の材質

別規格は設定されていない。しかし、国際的な動

向を踏まえて、ポジティブリスト制度の導入や
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材質別規格の設定について検討する必要性が生

じており、日本製紙連合会では、自主基準へポジ

ティブリスト制度の導入を目指し、衛生管理の

拡充を図っている。そこで、円滑な PL 導入や運

用を見据えた自主基準等の整備を促すことを目

的として、日本製紙連合会の協力を得て、現状に

おける課題点を抽出して整理した。 

自主基準へのポジティブリスト制度の導入に

おいては、現在運用されているネガティブリス

トとの関係性、ポジティブリストへの収載する

物質の範囲と安全性の判断基準の明確化が必要

と考えられた。ただし、紙から食品への添加剤等

の移行量を推定するための試験法については、

十分な検討を要する。また、PL 適合性に関する

情報伝達のシステムの構築、食品用途として使

用可能な再生紙の要件や食品衛生法における規

格基準の設定についての検討も必要であると考

えられた。 
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